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◇ 補助金審査結果・意見に対する対処方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
№ 補助金等名称 部課名 総合評価 理由及び意見等 対処方針 

１ 市社会福祉協議

会運営補助金 

福祉部 

生活福祉課 

Ｃ ： 効 率

化・コスト

削減の方向

で見直し 

現行の人件費名目としての補

助から、事業に係る人件費であ

ることを明確にした事業費補助

への転換が必要であり、それを

明示した補助金交付要綱を早急

に策定する必要がある。受託事

業を拡充する等、更なる事業型

社協へ向けた取り組みが求めら

れる。社協職員の給与について、

実態に応じた独自の給与体系の

構築を検討する必要がある。今

後も、地域バランスに考慮した

組織運営及び事業展開を実施す

るよう指導助言してもらいた

い。 

市社協の補助金の明確化につ

いては、交付要綱を制定し平成

２１年４月１日から施行する。

また、組織運営については、補

助金の対象となる職員の異動に

際しては、社協の事業展開の要

となるので、あらかじめ市長と

協議する旨、交付要綱に定め、

指導・助言に努める。 

 

２ 市社会福祉活動

補助金 

福祉部 

生活福祉課 

 

 

 

Ｂ：現状の

まま継続 

今後とも現地・現場における

事業実施状況をしっかり確認

し、更なる補助効果の向上を目

指して、市から団体へ必要な指

導、助言をしてもらいたい。 

社協が担っている地域住民の

福祉向上に寄与する各種の事業

の実施状況については、今後も

注目し、より連携を強め、必要

に応じて指導・助言していく。 

 

３ うるま市老人ク

ラブ連合会補助

金 

福祉部 

介護長寿課 

Ｂ：現状の

まま継続 

会員の減少や活動への参加者

の減少が懸念される。会の活性

化及び会員、参加者の増加のた

めにも、高齢者の様々なニーズ

や社会貢献、市民協働にも対応

した幅広い活動への展開が求め

られる。また、上部団体（中部

老連等）への負担割合が大きく、

独自の活動資金を確保する必要

があり、組織としての課題でも

ある。これらのことについて、

市から団体へ指導、助言しても

らいたい。 

上部団体への負担金割合につ

いては、審査委員会からの指摘

を社会福祉協議会へ報告した。

団体では、負担金・地域社会と

の連携・貢献等を踏まえ、中老

連・市老連・各支部役員で 6月

に話し合いを予定している。 

介護長寿課においても引き続

き会活動の向上に向けて、指導、

助言してく。 
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４ うるま市単位老

人クラブ補助金 

福祉部 

介護長寿課 

Ａ：更に充

実させる方

向で見直し 

会員を増やすため、老人クラ

ブの年齢要件の検討や、様々な

年齢層に応じた事業の多様化を

図る必要がある。また、「老人」

ではなく「シニア」とするなど

対象者が前向きに参加したくな

るネーミング（名称変更）も検

討してはどうか。老人クラブ連

合会との関係としては、単位老

人クラブの自主的、主体的な連

合組織としての老人クラブ連合

会となるよう組織の整理が必要

である。これらのことについて、

市から団体へ指導、助言しても

らいたい。 

 

年齢要件の検討及び事業の多

様化については、指摘のとおり

年齢段階も配慮し、誰もが気軽

に、生きがいを求められ、負担

なく参加できる事業について補

助金を活用するように助言して

いきたい。 

また、名称については、各単

位リーダー研修会ですでに話し

合いがなされて、複数のクラブ

では、川崎若水会、平良川延命

会、志林川かりゆし会等名称を

改めている所もある。 

今後は、連合会からの事業だ

けでなく、独自の活動について

補助金を活用するように指導し

ていく。 

５ 在宅介護者の会

補助金 

福祉部 

介護長寿課 

Ａ：更に充

実させる方

向で見直し 

介護については、行政だけで

なく市民と協働で取り組むべき

ものであり、在宅家族介護者へ

の支援は予算面においても更な

る充実・強化が求められる。ま

た、組織の存在を広報するなど

十分に周知を図り、対象者の加

入促進を推進していただきた

い。 

 

在宅介護者の会では、お互い

の環境・介護状況の話し合いを

行い、介護の講座を開いたり日

頃のストレス解消と正しい介護

知識を習得しているところであ

るが、介護者の中には、毎回の

参加が困難な会員も多く活動参

加人数が減少しているのが実情

である。 

今後は、多くの介護者や地域

への協力を求め、会員の負担に

ならない様な活動を検討する。 

また、予算面においても充実

した内容になることから、会員

の負担の少ない社協等のリフレ

ッシュ事業への参加を推進する

事など、参加しやすい環境づく

りを推進していく。 
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６ 市母子寡婦福祉

会育成 

福祉部 

児童家庭課 

Ａ：更に充

実させる方

向で見直し 

将来的には、事業収入による

組織運営も視野に入れ、会員確

保についても、意欲が感じられ

る、より高い目標設定を行い、

目標達成に向けて就業斡旋など

母子・寡婦家庭にとって魅力の

ある活動を展開していけるよう

に団体を育成、支援していただ

きたい。事業費補助を明確に示

した補助金交付要綱を整備して

いただきたい。 

 

うるま市母子寡婦福祉会が母

子世帯及び寡婦世帯にとって魅

力ある組織となるように育成、

支援に努め、その設置目的及び

活動内容等の啓発活動を更に展

開し、福祉会の充実強化を図っ

ていく。そして、平成２１年度

は指摘のあった補助金交付要綱

の整備をし、それに基づき福祉

会への補助金を交付していく。 

７ 法人保育所運営

助成金事業 

福祉部 

保育課 

Ｃ ： 効 率

化・コスト

削減の方向

で見直し 

給食主食費に対する補助の見

直しに向けて、保護者へ受益者

負担の周知を図るための具体的

なタイムスケジュールを設定し

て、一層、実効性のある取り組

みを進めていただきたい。 

本年度においては、保育施

設・保護者への説明会を開催し

理解を求め、次年度からの実施

に努めていきたい。保育士配置

については、他県においては国

の基準以上の対応を市の単独助

成で実施している自治体もある

が、うるま市における財政状況

等も考慮し、今後の検討課題と

していきたい。 

 

８ すこやか保育サ

ービス事業補助

金 

福祉部 

保育課 

Ａ：更に充

実させる方

向で見直し 

認可保育園と認可外保育園と

は保育環境にかなりの差があ

り、行政からの助成を更に充実

させる方向で検討していただき

たい。限られた財源を有効活用

するため、幼児教育の重要性を

鑑み、教材費等に対する補助を

重点的に行うなど考慮していた

だきたい。 

 

本年度においては、教材費等

の増額を行っており、今後にお

いても認可外保育施設の保育環

境の充実に努めていきたい。 

９ 障害福祉関連負

担金・補助金、精

神保健対策事業

福祉部 

障がい福祉

課 

Ｂ：現状の

まま継続 

それぞれ別組織となっている

３地区（具志川、石川、勝連）

の「手をつなぐ親の会」の一元

一元化については、社協とも

連携しながら、各団体等に必要

性の有無を検討させ、指導助言
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費 化に向けた指導、助言。具体的

な数値目標（会員数など）を掲

げ、目標達成に向けたプランを

作成して具体的な取り組みを進

めていただきたい。補助金交付

要綱はあるが補助単価、詳細な

補助対象経費等が設定されてお

らず、事業費補助を明確にした

補助金交付要綱として整理し直

す必要がある。 

 

していく。数値目標や補助金要

綱については、審査意見を踏ま

え、明確な目標値の設定や交付

要綱の見直しを検討していく。 

10 交通安全対策事

業 

市民部 

市民生活課 

Ｂ：現状の

まま継続 

補助対象の範囲、補助単価等

が明確でなく、当初の設定や補

助団体からの要請どおりに受け

るのではなく、現状を踏まえ、

担当課が主体性を持って検討し

整理し直す必要がある。交通安

全事業については、更に市民を

巻き込んだ形で展開し、市民団

体等との協働化を推進すること

で事業費も更に抑えられるので

はないか。 

 

市民にも理解される補助対象

の範囲、補助単価等の明確化を

図る方向で検討を進める。交通

安全事業について、より一層市

民を喚起して、協働化を進める

よう団体とも連携し、経費がか

からないよう工夫していく。 

11 防犯対策事業費 市民部 

市民生活課 

Ｂ：現状の

まま継続 

寄付金等収入増の要因にもよ

るが、各団体の繰越金が大きい。

少年補導員協議会においては多

額の不用額も見られ、計画的な

事業執行が求められる。事業費

補助の原則からすると事業実績

に基づいて補助すべきであり、

未執行分はカットするという意

識改革が求められる。更なる協

働化の推進と共に、事業費補助

の原則に基づいた要綱の整理

等、市が主体性を発揮してもら

いたい。 

市民にも理解される補助対象

の範囲、補助単価等の明確化を

図る方向で検討を進める。毎年、

繰越金が大きい状況では補助金

の見直しも検討される旨、団体

に助言していきたい。ある団体

においては、不用額が大きいと

の指摘があるが、費用対効果も

考慮しながら、助言していく。

また、団体、市民ボランティア

との協働化を推進する。 
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12 うるま市自治会

運営振興補助金 

市民部 

市民生活課 

Ｂ：現状の

まま継続 

市民と行政の協働化社会の構

築において、行政組織の実質的

な末端業務を担う自治会に対す

る補助金の必要性や、合併後、

統一的な一律補助金としてスタ

ートした経緯は理解できる。今

後は、担当課も課題に掲げてい

るように、何にでも使えるとい

う曖昧なものではなく、補助対

象経費の明確化、合理的な補助

率・補助単価の設定など事業費

補助の原則に則った要綱の整理

が求められる。 

 

 

市民と行政の協働化社会の構

築において、行政組織の実質的

な末端業務を担う自治会に対す

る補助金は必要であるとの認識

から継続実施を行っていく。し

かしながら、明確な補助金とす

るために要綱の見直しを今年度

中に検討を行い、次年度より実

施していきたい。 

13 疾病予防事業 市民部 

国民健康保

険課 

Ｂ：現状の

まま継続 

医療費抑制が期待されること

から現状のまま継続とする。対

象者への周知が十分に図られて

いるか懸念され、更なる周知徹

底をお願いしたい。事業効果の

検証のためのアンケート実施を

検討してもらいたい。 

 

 

広報紙への掲載の他、保険料

納付書発送時にチラシを同封す

るなどして対象者への周知を図

っていきたい。また、利用券発

給時にアンケートを実施し、事

業効果の検証を行う。 

14 中部北環境施設

組合負担金 

市民部 

環境課 

Ｂ：現状の

まま継続 

ごみ処理に係る義務的な経費

であり負担金の拠出としては問

題ない。今後は、毎年上昇して

いく負担金をどのように削減し

ていくのか、市民と共に考え行

動していく必要がある。ごみ処

理に係る経費が多額（１２億円）

となっていることを市民に周知

し、市民の意識を高め、市民と

の協働によるごみ減量化に取り

組んでもらいたい。 

 

負担金に係る経費を市民に広

報等で周知していきたい。また、

循環型社会の形成をめざし、３

Ｒ（リデュース・リユース・リ

サイクル）に重点を置いた取り

組みを推進し、市民との協働に

よるごみの減量化に努めてい

く。 
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15 生ごみ処理機助

成金 

市民部 

環境課 

Ｂ：現状の

まま継続 

生ごみ処理機を設置した家庭

において実際にどのように活用

されているのか、アンケートす

るなど事業効果の確認作業が必

要である。今後は、市が進める

バイオマスタウン構想と連携し

て、生ごみ処理機による生成物

を一括収集して活用すれば更な

る事業展開も期待される。関係

課と連携し、収集システムの構

築等今後の事業展開も調査、研

究してもらいたい。 

 

生ごみ処理機助成金の実績は

平成19年度が23件、平成20年

度が31件となっている。生ごみ

処理機を設置した世帯のごみの

減量化等については、アンケー

ト等により事業効果を確認して

いく。また、バイオマスタウン

構想により生ごみの資源化を推

進しており、今後生ごみ収集及

び事業化に向け調査、研究して

いく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


